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市民提案型協働事業第二次審査及び行政提案型協働事業審査実施要領

日時  平成２８年１０月３日（月）１３:３０～

会場   小田原市役所６０１会議室 

１ 審査員

小田原市市民活動推進委員会部会委員（５人） 

小田原市企画部長、市民部長、提案事業所管部長 

※部長が欠席の場合は、副部長もしくは提案事業所管課の課長が代理出席 

※提案事業所管部長は、該当事業のみを審査 

   ※企画部及び市民部が所管となる事業については、企画部長及び市民部長は提案事業所管部長を 

兼ねる 

２ スケジュール（予定） 

１３：３０  部会委員集合  

 ・審査方法の確認、事前打ち合わせ 

１３：４７  プレゼンテーション会場（６０１会議室）へ移動 

１３：５０  公開プレゼンテーション開始 

 ・開会 

        ・委員長あいさつ 

        ・プレゼンテーション（１団体７分） 

・委員質疑 ※１団体ごとに実施（１団体８分程度） 

１５：００  ・閉会 

＜休憩＞ ※事務局で集計 

１５：３０  審査会開始 

  １６：３０  閉会 

３ プレゼンテーション及び質疑 

各団体が提案事業の内容を記載したプレゼンテーション用資料（Ａ４横向き・枚数制限なし）を 

用意し、７分以内（厳守）で発表を行う。発表者は団体から３人以内とする。 

資料は委員の手元に配布するとともに、プロジェクターで拡大投影する。 

質疑については、事業ごとに８分程度で行う。団体及び市担当課に質問を行うことができる。 

４ 選考の視点 

   多角的な審査を行うため、下記の視点に基づき、協働事業としてふさわしい事業か、適正に計画 

されている事業か等を総合的に評価し、選考する。 

項 目 視 点 

提案内容の妥当性 
事業が多くの市民に開かれ、公益性・社会貢献性が高く、解決の求め
られている課題であるか 

事業の実現性 事業の実施手法・実施体制・実施スケジュールは適切か 

費用の妥当性 
費用は適切に算出されているか 
予算と事業成果の費用対効果は十分に見込めるか 

協働の効果 

相乗効果 協働による相乗効果が大いに期待できるか 

役割分担
市との役割分担は適切であり、それぞれの特性を活かした役割分担で
あるか 

団体の実施能力 事業の実施にあたり、提案団体が必要な資質と人材を有しているか 

事業の発展性 
協働により市民サービス・効率が向上し事業成果が期待できる発展性
の高い事業か 
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５ 審査の手順

（１）採点表の記入 

・企画提案申請書等の団体提出資料（申請次の資料含む）及びプレゼンテーションを基に審査を 

実施する。 

・市民提案型協働事業については第一次審査の点数は引き継がず、新たに採点する。 

・公開プレゼンテーション中に採点表に記入する。 

・「選考の視点」（Ｐ１記載）の各項目に、それぞれ５点満点で採点する。団体に添えたい意見等 

があれば所見欄に記載する。 

・「査定金額」欄は、事業内容はよいが申請金額の積算根拠が適当でないと考える事業があれば、 

適正と思われる金額を記入する。（申請金額が妥当な場合は、記入の必要はない。） 

（２）審査通過事業の決定 

・公開プレゼンテーション実施後に開催する、市民活動推進委員会部会の席上で行う。 

６ 審査会の実施方法 

   ①採点表の集計結果を委員に配布する。（プレゼンテーション後の休憩時間中に作成） 

   ②事業毎に審査を行う。（意見交換→第二次通過の有無） 

   ③条件付き通過及び不通過事業について、その理由や根拠を確認する。 

７ その他 

 ・第二次審査通過事業を決める際には、全ての審査項目において、平均点が３点以上かどうかを 

一つの判断基準とする。 

・審査に公正を期すため、委員本人もしくはその同居の親族が所属している団体が応募した場合、

その委員は審査に加わらない。 
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